
保護者の皆さまへ

就学援助費申請のお知らせ

【問い合わせ先】 江戸川区教育委員会 学務課 学事係 (☎ 03-5662-1624) 
もしくは、通学している学校

就学援助制度とは、経済的に就学が困難なご家庭に、学校生活で必要な費用の一部を江戸川区が援助する制度です。

就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全員の前年所得額を基準として審査します。

このお知らせをよくお読みのうえ、ご希望される方は「就学援助費受給申請書」を提出してください。

令 和 7 年 度
江戸川区教育委員会
学 務 課 学 事 係

SDGs未来都市
EDOGAWA

江戸川区に住んでいて、江戸川区立または国公立の小・中学校、不登校特例校に通学しているお子様が
いるご家庭で、下記（１）から（３）に該当するご家庭が対象となります。（江戸川区以外にお住まいの方は、住
所地の教育委員会へご相談ください。）
（１）生活保護を受けている方
（２）前年度又は本年度において生活保護の停止又は廃止を受けた方
（３）生活保護は受けていないが、それに準じる程度に困窮している状態にあると江戸川区教育委員会が認めた方

令和7年度の就学援助費申請は、令和8年3月13日（金）まで受け付けします。
上記提出期限を過ぎてからの申請の場合は、提出のあった月からの審査となります。
認定された場合は、認定日以降の支給となります。

希望される方は、「就学援助費受給申請書・口座振込依頼書（兼認定台帳）」に必要事項を記入し、通帳のコ
ピーを添付して学校または教育委員会にご提出ください。なお、申請書はお子様一人につき1 枚提出してくだ
さい。

〈 所得の目安 〉

● 上記の表の中にある｢世帯所得｣とは、所得のある人全員の合計金額です。
● 所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額です。
● 土地や建物の譲渡に関わる一時的な収入や都市計画道路・土地区画整理事業等に関わる一時的な収入がある場合は、お問い
合わせください。

● 家族状況の急変（離婚、主たる生計者である保護者の死亡）、主たる生計者である保護者のリストラ、倒産による失業、事故・
病気等の事由により年度途中に申請することも可能です。問い合わせ先までご連絡ください。

下記の表は大体の目安であり、世帯構成・年齢等により変わります。
世帯所得は、世帯構成員の年齢等により世帯ごとに異なりますので、お問い合わせいただいても審査前に世帯所得の計算をす
ることはできません。

１  援助を受けることができる方

３  申請書の提出期限 ・・・  令和 7年 4月 30日（水）

お子様が通学している学校に提出、または江戸川区教育委員会学務課学事係に提出してください。
教育委員会に提出する場合は、郵送または持参してください。
右記二次元コードよりオンラインでも申請できます。

４  申請書の提出方法（提出先）

7月上旬にご自宅へ郵送します。ただし、提出期限を過ぎてからの申請については、9月以降に郵送します。
６  認 定 結 果

教育委員会では、「就学援助費受給申請書」により、認定審査に必要な範囲で住民登録や課税、生活保護、児
童扶養手当などの個人（世帯）情報を閲覧し、審査のうえ認定を決定します。そのため、住民税の申告が済んで
いない場合や、必要書類が添付されていない場合は審査をすることができません。税の申告は収入の有無にかか
わらず、区役所課税課あるいは税務署で行ってください。

５  内 容 審 査

2  申請手続き　　～☞裏面の〈記入例〉、〈通帳コピー見本〉をご覧ください～

（1） 家族状況について
　　令和 7 年 4月1日現在の家族状況をご記入ください。
　　（2） 就学援助費振込口座について
　　・振込口座は児童生徒本人の父または母の口座となります。（児童生徒本人名義の口座は不可）
　　・振込口座を記入し、通帳の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カタカナ）の記載されている
　　　ページのコピーを添付してください。
　　・ Web 通帳（通帳不発行式）の場合は、Webサイトから口座番号連絡書（金融機関によって名称は異なります）

を印刷し添付してください。

（1） 審査の対象となる家族
　　原則、住民票の世帯で審査します。ただし、以下の場合は審査の対象に含めます。
　　・婚姻関係にある父母は別居していても審査の対象となります。また、離婚後も同住所に居住している場合

は審査の対象となりますのでご記入ください。ご事情がある場合にはご相談ください。
　　・単身赴任または遠隔地扶養のご家族は、児童生徒本人からみて、父母・兄弟姉妹のみが対象となりま

すのでご記入ください。
　　（2） 令和7年1月1日現在、江戸川区に住民登録がある場合
　　審査に税務情報が必要となりますので、世帯全員（被扶養者を除く）の住民税の申告を行ってください。
　　（3）令和7年1月2日以降に江戸川区へ転入された場合
　　令和7年4月1日時点で、16歳以上の方全員分の「住民税課税証明書・非課税証明書」の提出が必要です。
　　 （令和6年分の所得金額、扶養情報等が記載されているものが必要です。自治体により名称が異なる場合があります。）

　　（4）江戸川区以外に住民登録をしているご家族がいる場合
　　江戸川区以外に住民登録をしている方の「住所、氏名、生年月日のわかる書類」（住民票の写し、健康保険
証のコピーなど）を申請書に添付してください。

　　また、令和７月４月１日時点で１６歳以上の方全員分の「住民税課税証明書・非課税証明書」の提出が必
要です。（令和６年分の所得金額、扶養情報等が記載されているものが必要です。自治体により名称が異なる場合が
あります）

世 帯 構 成 例 令和6年分の世帯所得
父または母33歳、子ども（小１） 227万円　　以下
父または母38歳、子ども（中１） 242万円　　　〃
父35歳、母31歳、子ども（小１） 289万円　　　〃
父39歳、母37歳、子ども（中１） 306万円　　　〃
父38歳、母33歳、子ども（小３、４歳） 319万円　　　〃
父42歳、母38歳、子ども（中１、小４） 350万円　　　〃
父38歳、母32歳、子ども（小４、小２）、祖母65歳 372万円　　　〃
父48歳、母45歳、子ども（高校生、中２、小４） 390万円　　　〃
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令和7年1月 2日以降に住所を異動された方は1月1日現在の住所を記入してください
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〈 記入例〉

エドガワ タロウ

記入日を書いてください。

令和7年4月1日現在の家
族状況、年齢を書いてくだ
さい。
ただし、児童生徒本人か
らみて単身赴任の父母や、
遠隔地扶養の兄弟姉妹
がいる場合は記入してく
ださい。
また、江戸川区外に住ん
でいる家族がいる場合は、
別途必要書類があります
ので下記を参照してくだ
さい。

該当する番号に〇を付け
てください。

学校名、学年、組、児童生
徒氏名、フリガナを記入し
てください。

就学援助費の振込先口
座を記入してください。
振込口座は児童生徒本
人の父または母の口座と
なります（児童生徒本人名
義の口座は不可）。
※必ず通帳のコピーを添
　付してください。

日中連絡が取れる電話番
号を記入してください。

① 学用品・通学用品費　　　 ② 新入学児童生徒学用品費（入学準備金）　　　 3 校外活動費　　　 ４ 修学旅行費
５ 宿泊を伴う校外活動費 [林間学校・セカンドスクール（小学校）・ウィンタースクール（小学校）]
６ 卒業記念アルバム費　　　　　7 クラブ活動費（中学校のみ）
⑧ 医療費（学校保健安全法に基づくもの=虫歯・中耳炎などの学校病のみ）
９ 通学費（特別支援学級通級者、日本語学級通級者のみ）

　江戸川区以外に住民登録をしている人がいる場合は、次の書類を申請書の裏面にのり付けしてください。

 令和7年度住民税課税・非課税証明書（令和7年4月1日現在、16歳以上の方全員分）
 　※令和6年中の所得金額、扶養情報等が記載されているもの。自治体により名称が異なります。
 　※6月中旬まで発行されませんので、発行され次第追加で提出してください。
 住所・氏名・生年月日のわかる書類（住民票の写し、保険証のコピー等）
　
　令和7年1月2日以降に江戸川区に転入した人がいる場合は、次の書類を申請書の裏面にのり付けしてください。　

 令和7年度住民税課税・非課税証明書（令和7年4月1日現在、16歳以上の方全員分）
 　※令和6年中の所得金額、扶養情報等が記載されているもの。自治体により名称が異なります。
 　※6月中旬まで発行されませんので、発行され次第追加で提出してください。

認定結果が出る前に行う行事などの費用は、認定後支給します。
新入学児童生徒学用品費は、2月1日時点で準要保護に認定されている世帯に、入学前の3月中旬に支
給を行っています。ただし、入学前の3月に新入学児童生徒学用品費の支給を受けていない場合、入
学後の4月に就学援助費受給申請をして、準要保護に認定された場合には支給の対象となります。
○囲みの番号について、生活保護を受けている方は、福祉事務所から支給されます。
就学援助費に、認定された場合でも、教材費・積立金等の学校への納付が免除されるわけではありません。
学校納付金については、学校の指示に従ってください。

７  援 助 の 内 容

〈通帳コピー見本〉　※以下のページをコピーしてください。
ゆうちょ銀行以外

Web 通帳（通帳不発行式）

ゆうちょ銀行

この部分に記載が無い場合は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で
印字してもらってください。
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申請書はお子様一人につき1枚提出してください
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